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○立科町奨学金返還支援助成金交付要綱 

令和３年11月30日 

告示第39号 

（目的） 

第１条 この要綱は、本町への移住・定住の促進を図るため、奨学金の貸与を受けて教育

機関で修学した者が、卒業等の後に本町に居住して、就業等する場合において、その者

が貸与を受けた奨学金の返還金額の一部について、予算の範囲内で助成金を交付するこ

とについて、補助金等交付規則（昭和49年立科町規則第３号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１） 教育機関 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学院、大学、短

期大学、専修学校（専門課程に限る。）又は高等専門学校（第４学年以上に限る。）

をいう。 

（２） 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する貸与型奨学金（第１種奨学

金及び第２種奨学金）、地方公共団体が貸与する貸与型奨学金、その他町長が認める

貸与型奨学金をいう。 

（３） 居住 本町の住民基本台帳に登録され、かつ、当該住所地を生活の本拠として

いることをいう。 

（４） 公務員 地方公務員法（昭和25年法律第261号）に規定する地方公務員及び国

家公務員法（昭和22年法律第120号）に規定する国家公務員をいう。 

（５） 本町出身者 教育機関への進学に当たり、本町から住民票を異動していない者

又は本町に居住していたと同等の状況にあると町長が認める者であって、令和３年４

月１日以降奨学金の返還を開始する者 

（助成金の交付対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただ
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し、公務員は除く。 

（１） 町外から本町へ令和３年４月１日以降に転入した者又は本町出身者であって、

助成金の交付申請を行う日の属する年度（以下「申請年度」という。）の３月１日に

現に居住する者 

（２） 教育機関在学中に奨学金の貸与を受け、貸与を受けた奨学金の返還を行う者 

（３） 転勤等により一時的に町内に住民登録した者でないこと。 

（４） 町税等の滞納がない者 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員との間に社会的に非難

されるべき関係がないこと。 

（助成金の交付対象期間） 

第４条 助成金の交付対象期間は、最初の申請年度以降の奨学金を返還する期間内とし、

通算して60月を限度とする。ただし、本町へ転入した者は、転入した日の属する月の翌

月からとする。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、前条に定める交付対象期間内であって、申請年度内に返還した奨

学金の額（他の奨学金返還支援制度による助成を受ける場合は、当該助成額を控除した

額。以下「返還金額」という。）に３分の２を乗じた額（1,000円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた額とする。）とし、年額12万円を上限とする。 

２ 繰上返還等による奨学金の返還額は、返還金額に含めないものとする。 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、助成金の交付

を受けようとする年度ごとに、立科町奨学金返還支援助成金交付申請書（様式第１号）

に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。 

（１） 住民票の写し 

（２） 町税等の納税証明書 

（３） 奨学金貸与機関が発行する償還表等であって、全体及び年間の返還額が確認で



3 

きる書類 

（４） 申請年度の交付対象期間に返還した奨学金の額を証する書類の写し 

（５） 他の奨学金返還支援を受けている者は、それを証する書類 

（６） 誓約書（様式第２号） 

（７） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 前項第１号及び第２号の書類は、町長が当該事項について公簿等により確認できる場

合は、省略することができる。 

３ 交付申請の時期は、原則として毎年３月とする。 

（助成金の交付決定） 

第７条 町長は、前条第１項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、

交付の可否を決定し、立科町奨学金返還支援助成金交付・不交付決定通知書（様式第３

号）により申請者に通知するものとする。 

（交付決定を受けた者の責務） 

第８条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、最後の交付決定の日の属する月から起算して５年を経過する月まで本町に居住し、

かつ、就業等を継続するよう努めなければならない。 

（助成金の請求） 

第９条 交付決定者は、速やかに立科町奨学金返還支援助成金交付請求書（様式第４号）

を町長に提出しなければならない。 

（助成金の交付） 

第10条 町長は、前条の規定による助成金の請求があったときは、その内容を審査し、適

当と認めた場合は、速やかに助成金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第11条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けた

と認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、立科町奨学金返還支援

助成金交付決定取消通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

（助成金の返還） 
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第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る助成金が既に交付されているときは、立科町奨学金返還支援助成金返還命令

書（様式第６号）により、その返還を命ずるものとする。 

（補足） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和７年11月26日告示第34号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

 


